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○玉野市下水道事業審議会条例

平成25年６月24日条例第28号

玉野市下水道事業審議会条例

（設置）

第１条 下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条

の４第３項の規定に基づき、玉野市下水道事業審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(１) 下水道整備に関すること。

(２) 下水道使用料に関すること。

(３) その他市長が必要と認めること。

（組織）

第３条 審議会は、委員12人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 学識経験者

(２) 関係団体が推薦する者

(３) 下水道使用者

(４) その他市長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員は、当該諮問に係る審議及び答申が終了したとき、その職を解かれるものと

する。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
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するところによる。

４ 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求

めることができる。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（招集の特例）

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、市長が招集する。

（玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正）

３ 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例（昭和44年玉野市条

例第４号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成28年３月23日条例第１号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。
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玉野市審議会等の会議の公開に関する要綱 ＜抜粋＞

（目的）

第１条 この要綱は、審議会等の会議を公開し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、

より一層開かれた市政の実現を推進することを目的とする。

（対象とする会議）

第２条 この要綱の対象とする会議は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第

３項の規定に基づき設置された附属機関及び要綱等により設置された附属機関に準ずる

機関（以下「審議会等」という。）の会議とする。

（会議公開の原則）

第３条 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(１) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。

(２) 玉野市情報公開条例（平成11年玉野市条例第24号）第８条各号に掲げる情報（以下

「不開示情報」という。）を取り扱うとき。

(３) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じるこ

とが明らかに予想されるとき。

玉野市情報公開条例 ＜抜粋＞

（不開示情報）

第８条 前条に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(１) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により、公にすることができない

とされている情報

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいう。）により、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ

とにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）のうち一般に

公表を望まない正当な理由があると認められるもの又は特定の個人を識別することは
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できないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定さ

れている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認

められる情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する

行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法

人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法

律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、

公にすることがより必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な

利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの、その他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる

もの

(４) 公にすることにより、犯罪の予防及び捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めるに足

りる相当の理由がある情報

(５) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、その他公共団体

又は公共的団体（以下「国等」という。）との間における協議、協力、依頼等に基づい
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て実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、市と国等との

協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(６) 市の内部又は市と国等との間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、

公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、

若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(７) 実施機関の行う事務、事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げ

るおそれその他当該事務、事業の性質上、当該事務、事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの

ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違

法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を

不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
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